
「静岡市新型インフルエンザ等対策行動計画」の概要 

新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 25年４月 13日施行）第８条第１項の規定によ

り、静岡県新型インフルエンザ等対策行動計画（平成 25年９月 27日公表）に基づき、「静岡

市新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆市行動計画の目的 

・感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護する。 

 ・市民の生活及び地域経済に及ぼす影響が最小となるようにする。 

 

 

 

 

 

 

◆市の責務 

国、県、他の地方公共団体及び指定（地方）公共機関と相互に連携協力し、国の示す基本的対処

方針に基づき、自らその区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施し、市内にお

いて関係機関が実施する新型インフルエンザ等対策を総合的に推進する。 

◆市行動計画の位置付け   

 

◆市行動計画に定める事項 

ア 新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事項 

イ 市が実施する次に掲げる措置に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 新型インフルエンザ等対策を実施するための体制に関する事項 

エ 新型インフルエンザ等対策の実施に関する他の地方公共団体その他の関係機関との連携に関

する事項 

オ 新型インフルエンザ等対策に関し市長が必要と認める事項 

・新型インフルエンザ等の発生の状況、動向及び原因の情報収集並びに調査 

・新型インフルエンザ等に関する情報の事業者及び市民への適切な方法による提供 

・感染を防止するための協力の要請、市民に対する予防接種の実施その他の新型インフルエ

ンザ等のまん延の防止に関する措置 

・医療の提供体制の確保に関する措置 

・生活環境の保全その他の市民の生活及び地域経済の安定に関する措置 

政府行動計画 

（特措法第６条） 

県行動計画 

（特措法第７条） 

市行動計画 

（特措法第８条） 

対策効果の概念図 

（政府行動計画抜粋） 

◆対象とする感染症 
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・共有 

･情報収集 

実施体制 

安定の確保 

医療等 

予防・まん延 

防止 

情報提供 

PCR 検査実施 PCR 検査体制整備 

通常ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽの実施 
患者、入院患者全数把握 

集団発生把握 

患者、入院患者 

全数把握 

帰国者・接触者相談センター設置（保健所） 

相談窓口設置（保健所等） 

患者の隔離・濃厚接触者の外出自粛要請等 

一般医療機関での診療 帰国者・接触者外来による診察、 
入院対応施設による入院（公的病院等） 

・生活関連物資等の安定★ 

・水の安定供給★ 

・埋葬又は火葬の特例実施★ 等 

小康期 国内感染期 

予防接種（特定接種・住民接種）の実施 

国内発生早期 海外発生期 未発生期 

対策本部★ 

※ 県内感染期により決定 

・学校等の休業要請★ 
・外出自粛要請★ 
・施設使用制限★ 

※ 
患者が増えた場合は 
重症者に限定 

治療優先投与 必要に応じ 
予防投与 

抗ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ薬 

備蓄量の把握 

評価･見直し 

一般的な感染予防対策・新型インフルエンザ等対策の情報提供 

サーベイランス 

地域経済の 

市民生活・ 

実施本部 実施本部 

※県の措置への協力 準 

 

備 

★緊急事態宣言時 

◆市行動計画の構成 

○ 総論（第１章） 

市の責務及び計画の位置付け、市行動計画に定める事項、対策の目的、基本的な考え方、 

対策実施上の留意点、発生時の被害想定など 

○ 各段階における対策（第２章） 

  新型インフルエンザ等の「発生段階」に応じて、「主要６項目」に沿った対策を規定 

 ＜発 生 段 階＞①未発生期 ②海外発生期 ③国内発生早期 ④国内感染期 ⑤小康期 

 ＜主要６項目＞①実施体制 ②サーベイランス・情報収集 ③情報提供・共有 

        ④予防・まん延防止 ⑤医療等 ⑥市民生活・地域経済の安定の確保 

◆新型インフルエンザ等対策の流れ 


